
船舶事故調査報告書 

平成２８年１２月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１月２６日 ０６時０５分ごろ 

発生場所 山形県酒田市酒田港 

 酒田港北防波堤灯台から真方位１２８°１.５海里付近 

 （概位 北緯３８°５４.９′ 東経１３９°４９.７′） 

事故の概要  実習船鳥海
ちょうかい

丸は、岸壁に係留中、また、漁船幸雄
こうゆう

丸は、出航中、

両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年６月８日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 実習船 鳥海丸、２３３トン 

１４１３６８、山形県 

Ｂ 漁船 幸雄丸、１８４トン 

   １２８５５７、有限会社天海 

 乗組員等に関する情報 Ｂ 船長Ｂ、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に凹損及び擦過傷 

Ｂ 右舷船首部のアンカーローラに曲損、右舷船尾部外板に凹損 

岸壁 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０６時５２分 

 事故の経過 Ａ船は、無人の状態で酒田港東ふ頭船場町岸壁に右舷着けしてい

た。 

Ｂ船は、船長Ｂほか７人が乗り組み、平成２８年１月２６日０６時

００分ごろ、左舷着けしていた東ふ頭水産岸壁からの離岸作業を開始

し、船長Ｂが、船橋で操船に当たり、船首及び船尾に乗組員各３人を

配置につけ、係留索を放した後、微速力で右旋回を始めた。 

船長Ｂは、目視及びレーダーによる見張りを行い、右旋回して港口

に船首を向けた後、ＶＨＦ無線電話による交信をしていたところ、船

首配置の乗組員からの叫び声が聞こえ、０６時０５分ごろＢ船の右舷

船首部がＡ船の左舷船尾部に衝突した。 

Ｂ船は、船長ＢがＡ船から離れようと機関を後進にかけたところ、

右舷船尾部が岸壁に接触した。 

分析 

 

 Ｂ船は、出航中、船長Ｂが、港口に船首を向けた後、ＶＨＦ無線電

話で交信をしていて、見張りを行っていなかったことから、岸壁に係

留しているＡ船に接近していることに気付かずに前進し、Ａ船に衝突



したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ｂ船が、出航中、船長Ｂが、港口に船首を向けた

後、ＶＨＦ無線電話で交信をしていて、見張りを行っていなかったた

め、岸壁に係留しているＡ船に接近していることに気付かずに前進

し、Ａ船に衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・出航中は、常時適切な見張りを行うこと。 

 


